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(57)【要約】
【課題】シート材浮き上がり規制部材との接触によりシ
ート材の安定搬送が阻害されることを抑制する。
【解決手段】シート材搬送経路に沿ってシート材Ｐを搬
送する搬送装置３００において、前記シート材搬送経路
に対し、該シート材搬送経路に沿って搬送されるシート
材の面に対して所定距離をあけて配置されるシート材浮
き上がり規制部材３４１を有し、前記シート材浮き上が
り規制部材は、前記シート材搬送経路に対向するシート
材対向部分が、シート材搬送方向下流側へ移動するよう
に構成されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シート材搬送経路に沿ってシート材を搬送する搬送装置において、
　前記シート材搬送経路に対し、該シート材搬送経路に沿って搬送されるシート材の面に
対して所定距離をあけて配置されるシート材浮き上がり規制部材を有し、
　前記シート材浮き上がり規制部材は、前記シート材搬送経路に対向するシート材対向部
分が、シート材搬送方向下流側へ移動するように構成されていることを特徴とする搬送装
置。
【請求項２】
　請求項１に記載の搬送装置において、
　前記シート材搬送経路上に、前記シート材の被乾燥面上に付着した乾燥対象物を乾燥さ
せる乾燥領域を有し、
　前記シート材浮き上がり規制部材は、前記乾燥領域のシート材搬送方向にわたって配置
され、前記シート材搬送経路から前記所定距離だけ浮き上がったシート材部分の被乾燥面
のうちの一部に接触することで、前記シート材の浮き上がりを規制することを特徴とする
搬送装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の搬送装置において、
　前記シート材浮き上がり規制部材は、前記シート材部分の被乾燥面に対して略点接触又
は略線接触するように構成されていることを特徴とする搬送装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の搬送装置において、
　前記シート材浮き上がり規制部材は、前記シート材対向部分がシート材搬送方向に沿っ
て長尺な１又は２以上の線状部材によって構成されていることを特徴とする搬送装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の搬送装置において、
　前記シート材搬送経路に沿って搬送されるシート材に送風を行う送風手段を有すること
を特徴とする搬送装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の搬送装置において、
　前記シート材浮き上がり規制部材に対して前記シート材搬送経路の反対側に配置される
発熱手段を有することを特徴とする搬送装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の搬送装置において、
　前記シート材浮き上がり規制部材は、前記シート材対向部分がシート材搬送速度と同じ
速度で移動するように駆動されることを特徴とする搬送装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか１項に記載の搬送装置において、
　前記シート材浮き上がり規制部材と対向するシート材の面の裏側を表面移動部材で支持
しながら、該表面移動部材の表面移動に伴って該シート材を搬送する搬送手段を有するこ
とを特徴とする搬送装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の搬送装置において、
　前記搬送手段は、前記表面移動部材の表面に形成された吸引孔に吸い込み気流を生じさ
せて該表面移動部材の表面に吸着させたシート材を該表面移動部材の表面移動に伴って搬
送するものであることを特徴とする搬送装置。
【請求項１０】
　請求項８又は９に記載の搬送装置において、
　前記シート材浮き上がり規制部材は、前記搬送手段における前記表面移動部材に対して
従動することにより前記シート材対向部分が移動するように構成されていることを特徴と
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する搬送装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の搬送装置において、
　前記シート材浮き上がり規制部材は、シート材搬送方向に対して直交するシート材幅方
向へ変位可能に構成されていることを特徴とする搬送装置。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の搬送装置において、
　壁部材で囲って形成され、少なくともシート材の出入口を備えた乾燥室を、前記シート
材搬送経路上に有し、
　前記シート材浮き上がり規制部材は、前記乾燥室の外部を通るように配置される無端状
部材で構成されていることを特徴とする搬送装置。
【請求項１３】
　シート材に液体を吐出させる液体吐出手段と、
　シート材を搬送する搬送装置とを備えた印刷装置において、
　前記搬送装置として、請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の搬送装置を用いたこと
を特徴とする印刷装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、搬送装置及び印刷装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、インクジェット記録装置等の印刷装置において、用紙を搬送する搬送装置を備え
たものが知られている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、乾燥領域内で用紙の被乾燥面に対向する位置に配置されたハ
ロゲンランプの輻射エネルギーによって用紙に付着したインクを乾燥させる乾燥装置を有
する搬送装置を備えたインクジェット記録装置が開示されている。用紙搬送経路とハロゲ
ンランプとの間には、乾燥領域の用紙搬送方向にわたり、用紙搬送方向に沿って金属製の
ガードワイヤが張られている。このガードワイヤによって、乾燥により用紙が変形して浮
き上がった用紙部分がハロゲンランプ側へ進入することを防止している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記特許文献１に開示のガードワイヤのように固定配置されたシート材
浮き上がり規制部材であると、シート材浮き上がり規制部材と接触したシート材部分がシ
ート材浮き上がり規制部材と摺擦して、シート材の安定搬送が阻害されるという課題があ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上述した課題を解決するために、本発明は、シート材搬送経路に沿ってシート材を搬送
する搬送装置において、前記シート材搬送経路に対し、該シート材搬送経路に沿って搬送
されるシート材の面に対して所定距離をあけて配置されるシート材浮き上がり規制部材を
有し、前記シート材浮き上がり規制部材は、前記シート材搬送経路に対向するシート材対
向部分が、シート材搬送方向下流側へ移動するように構成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、シート材浮き上がり規制部材との接触によるシート材の安定搬送が阻
害される問題を抑制できるという優れた効果が奏される。
【図面の簡単な説明】



(4) JP 2017-171502 A 2017.9.28

10

20

30

40

50

【０００７】
【図１】実施形態におけるインクジェット記録装置の概略構成を示す模式図である。
【図２】同インクジェット記録装置の乾燥部を示す正面図である。
【図３】同乾燥部を用紙搬送方向に対して直交する面で切断したときの断面図である。
【図４】幅２９７ｍｍの用紙を搬送するときに位置調整された規制ワイヤの位置を示す上
面図である。
【図５】幅７５０ｍｍの用紙を搬送するときに位置調整された規制ワイヤの位置を示す上
面図である。
【図６】送風領域内の搬送ベルト表面に送風ファンからの風が当たって、用紙搬送方向上
流側から送風領域内へ進入してくる用紙の先端部に向かう気流が発生する様子を示す説明
図である。
【図７】送風領域内の搬送ベルト表面に送風ファンからの風が当たって、送風領域を通過
した用紙の後端部に向かう気流が発生する様子を示す説明図である。
【図８】変形例１における乾燥部を示す正面図である。
【図９】同乾燥部を用紙搬送方向に対して直交する面で切断したときの断面図である。
【図１０】変形例２における乾燥部の一例を示す正面図である。
【図１１】変形例３で用いられる前処理手段としての塗布装置の主要部を示す説明図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して、本発明の一実施形態について説明する。
【０００９】
［全体説明］
　図１は、本実施形態におけるインクジェット記録装置の概略構成を示す模式図である。
　本実施形態のインクジェット記録装置１は、主に、給紙部１００、画像形成部２００、
乾燥部３００、排紙部４００から構成されている。インクジェット記録装置１においては
、給紙部１００から給紙されるシート材としての記録材である用紙Ｐに対し、画像形成部
２００で画像形成用の液体であるインクにより画像を形成する。そして、用紙上に付着し
たインクを乾燥部３００において乾燥させた後、用紙を排紙部４００から排紙する。
【００１０】
［給紙部］
　給紙部１００は、主に、複数の用紙Ｐが積載される給紙トレイ１１０と、給紙トレイ１
１０から用紙を１枚ずつ分離して送り出す給送装置１２０と、用紙を画像形成部２００へ
送り込むレジストローラ対１３０とから構成されている。給送装置１２０には、ローラや
コロを用いた装置や、エア吸引を利用した装置など、あらゆる給送装置を用いることが可
能である。給送装置１２０により給紙トレイ１１０から送り出された用紙は、その先端が
レジストローラ対１３０に到達した後、レジストローラ対１３０が所定のタイミングで駆
動することにより、画像形成部２００へ給紙される。なお、本実施形態において、給紙部
１００は、画像形成部２００へ用紙Ｐを送り出すものであれば、その構成に制限はない。
【００１１】
［画像形成部］
　画像形成部２００は、主に、給紙された用紙Ｐを受け取って用紙担持ドラム２１０へ渡
す渡し胴２０１と、渡し胴２０１によって搬送された用紙Ｐを外周面に担持して搬送する
用紙担持ドラム２１０と、用紙担持ドラム２１０に担持された用紙Ｐに向けてインクを吐
出するインク吐出部２２０と、用紙担持ドラム２１０によって搬送された用紙Ｐを乾燥部
３００へ受け渡す受け渡し胴２０２とから構成されている。
【００１２】
　給紙部１００から画像形成部２００へ搬送されてきた用紙Ｐは、渡し胴２０１の表面に
設けられた用紙グリッパによって先端が把持され、渡し胴２０１の表面移動に伴って搬送
される。渡し胴２０１により搬送された用紙は、用紙担持ドラム２１０との対向位置で用
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紙担持ドラム２１０へ受け渡される。
【００１３】
　用紙担持ドラム２１０の表面にも用紙グリッパが設けられており、用紙の先端が用紙グ
リッパによって把持される。また、用紙担持ドラム２１０の表面には、複数の吸引孔が分
散して形成されており、各吸引孔には吸引装置２１１によって用紙担持ドラム２１０の内
側へ向かう吸い込み気流が発生する。渡し胴２０１から用紙担持ドラム２１０へ受け渡さ
れた用紙Ｐは、用紙グリッパによって先端が把持されるとともに、吸い込み気流によって
用紙担持ドラム２１０の表面に吸着して、用紙担持ドラム２１０の表面移動に伴って搬送
される。
【００１４】
　本実施形態のインク吐出部２２０は、Ｃ（シアン）、Ｍ（マゼンタ）、Ｙ（イエロー）
、Ｋ（ブラック）の４色のインクを吐出して画像を形成するものであり、インクごとに個
別の液体吐出ヘッド２２０Ｃ，２２０Ｍ，２２０Ｙ，２２０Ｋを備えている。液体吐出ヘ
ッド２２０Ｃ，２２０Ｍ，２２０Ｙ，２２０Ｋは、液体を吐出するものであれば、その構
成に制限はなく、あらゆる構成のものを採用することができる。必要に応じて、白色、金
色、銀色などの特殊なインクを吐出する液体吐出ヘッドを設けたり、表面コート液などの
画像を構成しない液体を吐出する液体吐出ヘッドを設けたりしてもよい。
【００１５】
　インク吐出部２２０の液体吐出ヘッド２２０Ｃ，２２０Ｍ，２２０Ｙ，２２０Ｋは、画
像情報に応じた駆動信号によりそれぞれ吐出動作が制御される。用紙担持ドラム２１０に
担持された用紙Ｐがインク吐出部２２０との対向領域を通過する際に、液体吐出ヘッド２
２０Ｃ，２２０Ｍ，２２０Ｙ，２２０Ｋから各色インクが吐出され、当該画像情報に応じ
た画像が形成される。なお、本実施形態において、画像形成部２００は、用紙Ｐ上に液体
を付着させて画像を形成するであれば、その構成に制限はない。
【００１６】
［乾燥部］
　乾燥部３００は、主に、画像形成部２００で用紙Ｐ上に付着したインクを乾燥させるた
めの乾燥機構３０１と、画像形成部２００から搬送されてくる用紙Ｐを搬送する搬送機構
３０２とから構成されている。画像形成部２００から搬送されてきた用紙Ｐは、搬送機構
３０２に受け取られた後、乾燥機構３０１を通過するように搬送され、排紙部４００へ受
け渡される。乾燥機構３０１を通過する際、用紙Ｐ上のインクには乾燥処理が施され、こ
れによりインク中の水分等の液分が蒸発し、用紙Ｐ上にインクが固着するとともに、用紙
Ｐのカールが抑制される。
【００１７】
［排紙部］
　排紙部４００は、主に、複数の用紙Ｐが積載される排紙トレイ４１０から構成されてい
る。乾燥部３００から搬送されてくる用紙Ｐは、排紙トレイ４１０上に順次積み重ねられ
て保持される。なお、本実施形態において、排紙部４００は、用紙Ｐを排紙するものであ
れば、その構成に制限はない。
【００１８】
［その他の機能部］
　本実施形態のインクジェット記録装置１は、給紙部１００、画像形成部２００、乾燥部
３００、排紙部４００から構成されているが、他の機能部を適宜追加してもよい。例えば
、給紙部１００と画像形成部２００との間に画像形成の前処理を行う前処理部を追加した
り、乾燥部３００と排紙部４００との間に画像形成の後処理を行う後処理部を追加したり
することができる。
【００１９】
　前処理部としては、例えば、インクと反応して滲みを抑制するための処理液を用紙Ｐに
塗布する処理液塗布処理を行うものなどが挙げられるが、前処理の内容については特に制
限はない。また、後処理部としては、例えば、画像形成部２００で画像が形成された用紙
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を反転させて再び画像形成部２００へ送って用紙の両面に画像を形成するための用紙反転
搬送処理や、画像が形成された複数枚の用紙を綴じる処理などが挙げられるが、後処理の
内容についても特に制限はない。
【００２０】
　なお、本実施形態では、印刷装置を、インクジェット記録装置の例で説明しているが、
「印刷装置」は、シート材の被乾燥面に向けて液体を吐出する液体吐出ヘッドを備え、吐
出された液体によって文字、図形等の有意な画像が可視化されるものに限定されるもので
はなく、例えば、それ自体意味を持たないパターン等を形成するものも含まれる。シート
材は、材質を限定されるものではなく、紙、糸、繊維、布帛、皮革、金属、プラスチック
、ガラス、木材、セラミックスなど、液体が一時的でも付着可能なものであればよく、例
えば、フィルム製品、衣料用等の布製品、壁紙や床材等の建材、皮革製品などに使用され
るものであってもよい。また、「印刷装置」は、液体が付着可能なものの給送、搬送、排
紙に係わる手段、その他、前処理装置、後処理装置なども含むことができる。
　また、「液体」は、ヘッドから吐出可能な粘度や表面張力を有するものであればよく、
特に限定されないが、常温、常圧下において、または加熱、冷却により粘度が３０ｍＰａ
・ｓ以下となるものであることが好ましい。より具体的には、水や有機溶媒等の溶媒、染
料や顔料等の着色剤、重合性化合物、樹脂、界面活性剤等の機能性付与材料、ＤＮＡ、ア
ミノ酸やたんぱく質、カルシウム等の生体適合材料、天然色素等の可食材料、などを含む
溶液、懸濁液、エマルジョンなどであり、これらは例えば、インクジェット用インク、表
面処理液等の用途で用いることができる。
　また、「印刷装置」は、液体吐出ヘッドとシート材とが相対的に移動する装置があるが
、これに限定するものではない。具体例としては、液体吐出ヘッドを移動させるシリアル
型装置、液体吐出ヘッドを移動させないライン型装置などが含まれる。
【００２１】
　また、「液体吐出ヘッド」とは、吐出孔（ノズル）から液体を吐出・噴射する機能部品
である。液体を吐出するエネルギー発生源として、圧電アクチュエータ（積層型圧電素子
及び薄膜型圧電素子）、発熱抵抗体などの電気熱変換素子を用いるサーマルアクチュエー
タ、振動板と対向電極からなる静電アクチュエータなどの吐出エネルギー発生手段を使用
することができるが、使用する吐出エネルギー発生手段が限定されるものではない。
【００２２】
［乾燥部の詳細］
　次に、本実施形態における乾燥部３００の詳細について説明する。
　図２は、本実施形態における乾燥部３００を示す正面図である。
　図３は、本実施形態における乾燥部３００を用紙搬送方向に対して直交する面で切断し
たときの断面図である。
【００２３】
　本実施形態の乾燥部３００における乾燥機構３０１は、主に、搬送機構３０２によって
搬送される用紙Ｐに向けて送風する送風ファン３１１と、発熱体３１２と、送風ファン３
１１により送風される送風領域の周囲を壁部材で囲って形成される乾燥チャンバー３１３
とから構成されている。乾燥チャンバー３１３は、その壁部材の少なくとも一部が断熱材
で形成されており、乾燥チャンバー３１３の内部温度が下がりにくいように構成されてい
る。乾燥機構３０１では、乾燥チャンバー３１３の内部空間へ搬送されてくる用紙Ｐの画
像面に対し、発熱体３１２による輻射熱と、送風ファン３１１による送風とによって、用
紙Ｐの画像面上のインクを乾燥させる。
【００２４】
　本実施形態の乾燥機構３０１は、複数（本実施形態では３つ）の送風ファン３１１が用
紙搬送方向に並んで配置された構成となっているが、送風ファン３１１の数や配置は任意
である。また、本実施形態の乾燥機構３０１は、複数（本実施形態では２つ）の発熱体３
１２が用紙搬送方向に並んで配置された構成となっているが、発熱体３１２の数や配置も
任意である。発熱体３１２としては、赤外線を放射する赤外線ヒータなどの輻射ヒータや
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ハロゲンランプなどを用いることができる。
【００２５】
　本実施形態の搬送機構３０２は、主に、ベルト搬送機構３２０と、用紙規制機構３３０
とから構成されている。ベルト搬送機構３２０は、２つの支持ローラ３２２，３２３に掛
け渡された無端状の搬送ベルト３２１の表面上に用紙Ｐを担持して、搬送ベルト３２１の
表面移動に伴って用紙Ｐを搬送する。用紙搬送方向に対して直交する方向（幅方向）にお
ける搬送ベルト３２１の長さは、搬送される用紙Ｐの幅方向長さ以上に設定されている。
用紙規制機構３３０は、搬送ベルト３２１の表面上に担持された用紙Ｐが乾燥機構３０１
の発熱体３１２側へ進入するのを規制するとともに、用紙Ｐが搬送ベルト３２１の表面か
ら浮き上がって搬送不良が生じることを抑制する。
【００２６】
　搬送ベルト３２１は、主に２つの支持ローラ３２２，３２３のうちの少なくとも一方が
駆動することにより図中矢印の向きに走行して表面が移動する。搬送ベルト３２１の材料
には、金属やゴムなどを使用することが可能であり、その材料に特に制限はない。ただし
、本実施形態では、乾燥チャンバー３１３の内部を通過する際に高温に曝されることを考
慮して、耐熱性のある材料（耐熱性のゴムや金属など）であるのが好ましい。
【００２７】
　搬送ベルト３２１の用紙搬送方向上流側部分（第一支持ローラ３２２に巻き付いたベル
ト部分）は、画像形成部２００の受け渡し胴２０２に対向するように配置されている。受
け渡し胴２０２によって搬送されてきた用紙Ｐは、その画像面の裏面が搬送ベルト３２１
の表面に対面する形で搬送ベルト３２１へ受け渡され、搬送ベルト３２１の表面上に担持
される。そして、搬送ベルト３２１の表面に担持された用紙Ｐは、搬送ベルト３２１の表
面移動に伴って、第二支持ローラ３２３側へと搬送される。
【００２８】
　なお、用紙Ｐは、主に静電力あるいは摩擦力の作用で搬送ベルト３２１の表面に保持さ
れ、本実施形態における搬送ベルト３２１は用紙グリッパなどの機構を備えていないが、
用紙グリッパなどで搬送ベルト３２１の表面上に用紙Ｐを保持する構成としてもよい。
【００２９】
　搬送ベルト３２１における用紙を担持するベルト部分（第一支持ローラ３２２から第二
支持ローラ３２３に向けて移動するベルト部分）は、乾燥機構３０１の乾燥チャンバー３
１３の内部を通るように配置されている。したがって、搬送ベルト３２１の表面上に担持
された用紙Ｐは、搬送ベルト３２１の表面移動に伴って、乾燥機構３０１の乾燥チャンバ
ー３１３の内部を通過し、その後、搬送ベルト３２１の表面から離れ、ガイド板や搬送ロ
ーラなどを介して排紙部４００へと受け渡される。
【００３０】
［乾燥チャンバー内部での用紙の浮き上がり規制］
　本実施形態の用紙規制機構３３０は、発熱体３１２と対向する乾燥領域の用紙搬送方向
にわたり（本実施形態では、乾燥チャンバー３１３内の用紙搬送方向にわたり）、搬送ベ
ルト３２１における用紙を担持するベルト部分の表面に対して所定距離をあけて複数の規
制ワイヤ３４１が用紙幅方向に並べて配置されている。各規制ワイヤ３４１は、５つのプ
ーリ３４２，３４３，３４４，３４５，３４６に掛け渡されている。搬送ベルト３２１に
担持された用紙Ｐの先端部や後端部等の一部分が浮き上がったとき、規制ワイヤ３４１の
用紙対向部分（第一プーリ３４２から第二プーリ３４３に向けて移動するワイヤ部分）に
、浮き上がった用紙部分が接触する。これにより、搬送ベルト３２１に担持された用紙Ｐ
の一部分が浮き上がったとしても、その用紙部分が乾燥機構３０１の発熱体３１２側へ進
入することが規制される。
【００３１】
　また、用紙の一部分の浮き上がりが大きくなるほど、用紙Ｐと搬送ベルト３２１の表面
との接触面積が小さくなっていき、搬送ベルト３２１の表面移動による適切な用紙搬送が
困難となって搬送不良が生じやすくなる。本実施形態においては、搬送ベルト３２１に担
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持された用紙Ｐの一部分が浮き上がったときに、その浮き上がった用紙部分が規制ワイヤ
３４１に接触して、それ以上の浮き上がりが規制される。これにより、用紙Ｐと搬送ベル
ト３２１の表面との接触面積が小さくなるのを抑制して、搬送ベルト３２１の表面移動に
よる安定した用紙搬送を実現できる。
【００３２】
　本実施形態において、乾燥チャンバー３１３の内部では、用紙Ｐが送風ファン３１１か
らの風によって搬送ベルト３２１の表面に押さえ付けられる。したがって、送風ファン３
１１により送風される送風領域内では、用紙Ｐの先端部や後端部などの浮き上がりが起き
にくい。しかしながら、特に、本実施形態のように複数の送風ファン３１１が用紙搬送方
向に並んで配置された構成においては、用紙搬送方向下流側に配置されている送風ファン
３１１の気流によって乾燥チャンバー３１３の内部で用紙Ｐの浮き上がりが発生するおそ
れもある。乾燥チャンバー３１３の内部で用紙Ｐの浮き上がりが発生し、乾燥チャンバー
３１３の内部に用紙Ｐが残留してしまうと、乾燥チャンバー３１３の内部は開口部の少な
い空間であるため、その内部から搬送不良の用紙Ｐを取り出す作業は容易ではない。した
がって、可能な限り、乾燥チャンバー３１３の内部で搬送不良が生じることを避けること
が望まれる。
【００３３】
　規制ワイヤ３４１の材料には、金属やゴムなどを使用することが可能であり、その材料
に特に制限はない。ただし、乾燥チャンバー３１３の内部を通過する際に高温に曝される
ことを考慮して耐熱性のある材料（耐熱性のゴムや金属など）であるのが好ましい。また
、本実施形態における規制ワイヤ３４１は、直径１ｍｍ程度の金属ワイヤであるが、これ
に限られない。
【００３４】
　ここで、規制ワイヤ３４１は、用紙Ｐの画像面に対向して配置されているため、用紙Ｐ
の先端部や後端部等の一部分が浮き上がったとき、その用紙部分の画像面が規制ワイヤ３
４１に接触し得る。そのため、用紙Ｐの画像面上に付着している未乾燥状態のインク（画
像）が規制ワイヤ３４１との接触によって乱されるおそれがある。
【００３５】
　そこで、本実施形態においては、用紙搬送方向に沿って長尺な線状部材である規制ワイ
ヤ３４１を用い、浮き上がった用紙部分の画像面に対して部分的に（用紙幅方向一部分で
）接触する構成としている。これにより、浮き上がった用紙部分の画像面全体に（用紙幅
方向全域で）接触するようなシート材浮き上がり規制部材を用いる場合と比べて、その用
紙部分の画像面上における未乾燥状態のインクが乱される箇所が少なくなり、インク（画
像）の乱れが抑制される。
【００３６】
　更に、本実施形態においては、規制ワイヤ３４１の用紙対向部分が用紙搬送方向下流側
へ移動する構成となっている。これにより、浮き上がって規制ワイヤ３４１に接触する用
紙部分の画像面の表面移動速度と規制ワイヤ３４１の表面移動速度との速度差は、規制ワ
イヤ３４１が移動しない固定配置の構成よりも小さくでき、あるいは、その速度差をゼロ
にすることができる。その結果、浮き上がった用紙部分の画像面上に付着した未乾燥状態
のインクと規制ワイヤ３４１との摺擦が抑制され、未乾燥状態のインク（画像）の乱れ（
擦れ）が抑制される。
【００３７】
　規制ワイヤ３４１の駆動手段としては、例えば、規制ワイヤ３４１を駆動させる専用の
駆動モータでいずれかのプーリ３４２，３４３，３４４，３４５，３４６を回転駆動させ
るものを用いてもよいが、本実施形態では他の駆動手段を採用している。具体的には、各
規制ワイヤ３４１を掛け渡している５つのプーリ３４２，３４３，３４４，３４５，３４
６の軸上には、その軸方向両端にそれぞれ５つの支持ローラ３３２Ａ，３３３Ａ，３３４
Ａ，３３５Ａ，３３６Ａ，３３２Ｂ，３３３Ｂ，３３４Ｂ，３３５Ｂ，３３６Ｂが設けら
れている。これらの支持ローラには、２つの駆動ベルト３３１Ａ，３３１Ｂが搬送ベルト
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３２１の表面に当接するように掛け渡されている。
【００３８】
　本実施形態においては、２つの駆動ベルト３３１Ａ，３３１Ｂが搬送ベルト３２１に当
接するベルト部分の内周面側に、それぞれ３つずつの加重コロ３３７が設けられている。
また、ベルト搬送機構３２０の搬送ベルト３２１の内周面側には、これらの加重コロ３３
７と第一支持ローラ３３２Ａ，３３２Ｂとの対向位置に、バックアップコロ３２４が設け
られている。これにより、２つの駆動ベルト３３１Ａ，３３１Ｂが搬送ベルト３２１の表
面に対して十分な圧力で当接され、２つの駆動ベルト３３１Ａ，３３１Ｂが搬送ベルト３
２１に対して連れ回ることができる。
【００３９】
　搬送ベルト３２１が駆動して表面移動すると、その表面に当接する２つの駆動ベルト３
３１Ａ，３３１Ｂが連れ回って従動し、これにより駆動ベルト３３１Ａ，３３１Ｂが掛け
渡されている各支持ローラ３３２Ａ，３３３Ａ，３３４Ａ，３３５Ａ，３３６Ａ，３３２
Ｂ，３３３Ｂ，３３４Ｂ，３３５Ｂ，３３６Ｂが回転する。その結果、規制ワイヤ３４１
が搬送ベルト３２１に対して連れ回って従動し、規制ワイヤ３４１の用紙対向部分が用紙
搬送方向下流側へ移動する。
【００４０】
　このような規制ワイヤ３４１の駆動手段であれば、規制ワイヤ３４１のための専用の駆
動モータが不要となるうえ、規制ワイヤ３４１の用紙対向部分を搬送ベルト３２１の表面
に対して同じ速度で移動させるのが容易である。規制ワイヤ３４１の用紙対向部分が搬送
ベルト３２１の表面と同じ速度で移動することで、規制ワイヤ３４１の用紙対向部分の移
動速度と搬送ベルト３２１の表面に担持されて搬送される用紙の画像面の移動速度との速
度差が実質的にゼロとなる。その結果、浮き上がった用紙部分の画像面上に付着した未乾
燥状態のインクと規制ワイヤ３４１とが接触しても摺擦が発生せず、未乾燥状態のインク
（画像）の乱れ（擦れ）が抑制される。
【００４１】
　なお、本実施形態では、規制ワイヤ３４１の用紙対向部分を搬送ベルト３２１の表面に
対して同じ速度で移動させる構成としているが、規制ワイヤ３４１の用紙対向部分と搬送
ベルト３２１の表面との相対速度差が、規制ワイヤが固定配置されている場合の相対速度
差（すなわち搬送ベルト３２１の表面移動速度）よりも小さくなるように、規制ワイヤ３
４１の用紙対向部分を移動させる構成であればよい。このような構成であれば、規制ワイ
ヤが固定配置されている場合と比べて、未乾燥状態のインクに対する規制ワイヤ３４１の
摺擦が抑制され、インクの乱れ（擦れ）が十分に抑制可能である。
【００４２】
　駆動ベルト３３１Ａ，３３１Ｂの材料には、金属やゴムなどを使用することが可能であ
り、その材料に特に制限はない。ただし、乾燥チャンバー３１３の内部を通過する際に高
温に曝されることを考慮して耐熱性のある材料（耐熱性のゴムや金属など）であるのが好
ましい。
【００４３】
　搬送ベルト３２１の表面と規制ワイヤ３４１との離間距離は、適宜設定されるが、本実
施形態においては、１ｍｍ以上５ｍｍ以下の範囲内で設定される。本実施形態では、図２
に示すように、駆動ベルト３３１Ａ，３３１Ｂが掛け渡されている５つの支持ローラの外
径よりも、規制ワイヤ３４１が掛け渡されている５つのプーリ３４２，３４３，３４４，
３４５，３４６の外径の方が小さい。これにより、その外径差を設定することで、搬送ベ
ルト３２１の表面と規制ワイヤ３４１との離間距離を設定することができる。
【００４４】
　また、本実施形態における各規制ワイヤ３４１は、これらが掛け渡されている５つのプ
ーリ３４２，３４３，３４４，３４５，３４６とともに、用紙幅方向へ変位可能に構成さ
れている。これにより、用紙Ｐに対する規制ワイヤ３４１の相対的な対向位置や用紙Ｐに
対して対向する規制ワイヤ３４１の数を調整することができる。また、幅方向のサイズが
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異なる用紙に対して、適切な対向位置に規制ワイヤ３４１を位置させたり適切な数の規制
ワイヤを位置させたりすることができる。なお、規制ワイヤ３４１を用紙幅方向へ変位さ
せる手段は、ユーザが手動で変位させる手段であってもよいし、駆動手段により変位させ
る手段であってもよい。
【００４５】
　用紙Ｐの画像面上の幅方向両端領域のみに規制ワイヤ３４１が対向するように位置調整
すれば、浮き上がった用紙部分が規制ワイヤ３４１に接触しても、用紙Ｐの画像面上の幅
方向中央領域には規制ワイヤ３４１が接触せずに、浮き上がりを規制することができる。
このように位置調整すれば、用紙Ｐの画像面上の幅方向中央領域よりも幅方向両端領域の
方が乱れの影響が少ないため、インク（画像）の乱れによる不具合が軽減される。特に、
用紙Ｐの画像面上の幅方向余白領域（非画像領域）のみに規制ワイヤ３４１が対向するよ
うに位置調整すれば、用紙Ｐの画像面上の幅方向中央の画像領域に規制ワイヤ３４１を接
触させることなく浮き上がりを規制できるので、インク（画像）の乱れを効果的員抑制で
きる。
【００４６】
　具体的には、例えば、図４に示すように、幅２９７ｍｍの用紙については、幅方向両端
領域に、それぞれ２本ずつ１０ｍｍピッチＰ１で規制ワイヤ３４１が対向するように位置
調整する。一方、例えば、図５に示すように、幅７５０ｍｍの用紙については、幅方向両
端領域に、それぞれ２本ずつ２０ｍｍピッチＰ２で規制ワイヤ３４１が対向するように位
置調整する。
【００４７】
　本実施形態においては、浮き上がった用紙部分の画像面に対して部分的に接触して規制
するシート材浮き上がり規制部材として、細い規制ワイヤ３４１を用いているため、浮き
上がった用紙部分の画像面との接触は略線接触となる。このような線接触となる構成によ
り、浮き上がった用紙部分の画像面とシート材浮き上がり規制部材との接触面積を極力少
ない形で、浮き上がった用紙部分を規制することが可能となる。
【００４８】
　なお、シート材浮き上がり規制部材はこのような規制ワイヤ３４１に限定されるもので
はなく、浮き上がった用紙部分の画像面に対して部分的に接触して規制するものであれば
よい。したがって、シート材浮き上がり規制部材として、例えば、凹凸状の表面を有する
ベルト部材やメッシュ状のベルト部材などを用い、このようなベルト部材を、搬送ベルト
３２１に担持搬送される用紙Ｐの画像面に対向配置してもよい。このとき、凹凸状の表面
を有するベルト部材としては、例えば、ベルト表面に鋭利な凸部が多数分散配置されたも
のを用いれば、浮き上がった用紙部分の画像面との接触は略点接触となり、浮き上がった
用紙部分の画像面とシート材浮き上がり規制部材との接触面積を極力少ない形で、浮き上
がった用紙部分を規制することが可能となる。
【００４９】
［用紙先端部の浮き上がり規制］
　本実施形態において、搬送ベルト３２１の表面に担持された用紙Ｐは、乾燥機構３０１
の乾燥チャンバー３１３の内部を通過する際、用紙Ｐの画像面（被送風面）の略法線方向
から送風ファン３１１の送風を受ける。このとき、送風ファン３１１により送風される送
風領域内に用紙Ｐが進入する前には、送風領域内に存在する搬送ベルト３２１の表面に送
風ファン３１１からの風が当たる。このように搬送ベルト３２１の表面に当たった風は、
搬送ベルト３２１の表面に沿って進み、図６に示すように、用紙搬送方向上流側から送風
領域内へ進入する用紙Ｐの先端部に向かう気流Ｆ１を生じさせる。このような気流Ｆ１は
、用紙Ｐが送風領域内へ進入する前の用紙先端部を浮き上がらせ、用紙先端部が乾燥チャ
ンバー３１３の外壁などの周囲の部材に引っ掛かったり、搬送ベルト３２１から用紙Ｐが
剥離したりするなどして、搬送不良を生じさせるおそれがある。
【００５０】
　そこで、本実施形態においては、送風領域へ進入する用紙Ｐの先端部の浮き上がりを規



(11) JP 2017-171502 A 2017.9.28

10

20

30

40

50

制する位置にも規制ワイヤ３４１を設けた構成としている。これにより、前記のような気
流Ｆ１が発生しても、用紙Ｐの先端部は、送風領域へ進入するまで規制ワイヤ３４１によ
って浮き上がりが規制される。その結果、用紙先端部が乾燥チャンバー３１３の外壁など
の周囲の部材に引っ掛かるなどの搬送不良が抑制され、安定した用紙搬送性が得られる。
【００５１】
　また、本実施形態においては、送風領域が乾燥チャンバー３１３の壁部材によって囲ま
れている。本実施形態の乾燥チャンバー３１３には、用紙搬送方向上流側から乾燥チャン
バー３１３の内部へ用紙Ｐを受け入れるための用紙受入口３１３ａと、乾燥チャンバー３
１３の内部から用紙搬送方向下流側へ用紙Ｐを排出する用紙排出口３１３ｂとが設けられ
、その他の箇所には開口部がない。そのため、送風ファン３１１の送風によって生じた気
流Ｆ１が、乾燥チャンバー３１３の内部から用紙受入口３１３ａを通じて外部へ向かって
強く吹き出しやすい構造となっている。よって、乾燥チャンバー３１３の用紙受入口３１
３ａから進入する前の用紙Ｐの先端部には、用紙受入口３１３ａから吹き出す強い気流Ｆ
１が当たり、用紙先端部が浮き上がりやすい。
【００５２】
　そのため、本実施形態においては、乾燥チャンバー３１３の用紙受入口３１３ａの用紙
搬送方向上流側から下流側にかけて、規制ワイヤ３４１により用紙Ｐの浮き上がりを継続
的に規制する構成となっている。これにより、用紙Ｐの先端部が用紙受入口３１３ａを通
過するまで、用紙先端部の浮き上がりが継続して規制され、用紙受入口３１３ａから強い
気流Ｆ１が吹き出しても、用紙先端部の浮き上がりが安定して抑制される。
【００５３】
　本実施形態において、規制ワイヤ３４１による規制を開始する規制開始位置、具体的に
は、第一プーリ３４２に規制ワイヤ３４１が巻き付いている位置は、用紙受入口３１３ａ
から吹き出される気流Ｆ１の勢いが十分に小さくなる位置に適宜設定される。規制開始位
置を乾燥チャンバー３１３の用紙受入口３１３ａから用紙搬送方向上流側へ遠ざけるほど
、用紙先端部の浮き上がり規制には有利となるが、用紙搬送方向への乾燥部３００の大型
化を招く点などを考慮する必要がある。
【００５４】
　また、用紙Ｐの浮き上がり規制を開始する規制開始位置よりも用紙搬送方向上流側にお
いて、搬送ベルト３２１の表面に担持される用紙Ｐは、規制ワイヤ３４１による規制を受
けない。そのため、画像形成部２００の受け渡し胴２０２での搬送時に用紙Ｐがカールし
たり、インクの液分によって用紙Ｐにシワができたりして、規制開始位置よりも用紙搬送
方向上流側で用紙Ｐの先端部が浮き上がる可能性がある。この場合、浮き上がった用紙先
端部が規制ワイヤ３４１と搬送ベルト３２１との間に進入できず、搬送不良が生じるおそ
れがある。
【００５５】
　そこで、本実施形態における規制ワイヤ３４１は、規制開始位置よりも用紙搬送方向上
流側に配置される上流側プーリ３４６から規制開始位置に配置される第一プーリ３４２ま
でに張架されているワイヤ部分が、用紙搬送方向上流側から下流側に向けて搬送ベルト３
２１の表面に近づくように配置されている。これにより、規制開始位置よりも用紙搬送方
向上流側で用紙Ｐの先端部が搬送ベルト３２１の表面から浮き上がっている場合、その用
紙先端部は、規制ワイヤ３４１の当該ワイヤ部分に接触し、その後、規制ワイヤ３４１の
移動に伴って規制開始位置に向けて案内される。その結果、用紙先端部が搬送ベルト３２
１の表面から浮き上がっていても、規制ワイヤ３４１と搬送ベルト３２１との間に用紙先
端部がスムーズに進入でき、搬送不良を抑制できる。
【００５６】
［用紙後端部の浮き上がり規制］
　また、本実施形態においては、送風ファン３１１により送風される送風領域内を用紙Ｐ
が通過した後においても、送風領域内に存在する搬送ベルト３２１の表面に送風ファン３
１１からの風が当たる。このように搬送ベルト３２１の表面に当たった風は、搬送ベルト
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３２１の表面に沿って進み、図７に示すように、送風領域内から用紙搬送方向下流側へ抜
けた用紙Ｐの後端部に向かう気流Ｆ２を生じさせる。このような気流Ｆ２は、送風領域内
を抜けた用紙Ｐの後端部を浮き上がらせ、搬送ベルト３２１から用紙Ｐが剥離したりする
などして、搬送不良を生じさせるおそれがある。
【００５７】
　そこで、本実施形態においては、規制ワイヤ３４１により、送風領域を抜けた用紙Ｐの
後端部の浮き上がりも規制する構成としている。これにより、前記のような気流Ｆ２が発
生しても、用紙Ｐの後端部は、送風領域を抜けた後の所定の規制区間を過ぎるまで、規制
ワイヤ３４１によって浮き上がりが規制される。よって、用紙後端部が浮き上がって搬送
ベルト３２１から用紙Ｐが剥離したりするなどの搬送不良が抑制され、安定した用紙搬送
性が得られる。
【００５８】
　また、本実施形態においては、上述した用紙受入口３１３ａからの気流Ｆ１の吹き出し
と同様、送風ファン３１１の送風によって生じた気流Ｆ２が、乾燥チャンバー３１３の内
部から用紙排出口３１３ｂを通じて外部へ向かって強く吹き出しやすい。その結果、乾燥
チャンバー３１３の用紙排出口３１３ｂを抜けた用紙Ｐの後端部には、用紙排出口３１３
ｂから吹き出す強い気流Ｆ２が当たり、用紙後退部が浮き上がりやすい。
【００５９】
　本実施形態では、乾燥チャンバー３１３の用紙排出口３１３ｂの用紙搬送方向上流側か
ら下流側にかけて、規制ワイヤ３４１により用紙Ｐの浮き上がりを規制する構成となって
いる。そのため、用紙Ｐの後端部が用紙排出口３１３ｂを通過する前から通過した後も用
紙Ｐの後端部の浮き上がりが継続して規制され、用紙排出口３１３ｂから強い気流Ｆ２が
吹き出しても、用紙後端部の浮き上がりが安定して規制される。
【００６０】
　本実施形態において、用紙Ｐの浮き上がり規制を終了する規制終了位置、具体的には、
第二プーリ３４３に規制ワイヤ３４１が巻き付いている位置は、用紙排出口３１３ｂから
吹き出される気流Ｆ２の勢いが十分に小さくなる位置に適宜設定される。規制終了位置を
乾燥チャンバー３１３の用紙排出口３１３ｂから用紙搬送方向下流側へ遠ざけるほど、用
紙後端部の浮き上がり規制には有利となるが、用紙搬送方向への乾燥部３００の大型化を
招く点などを考慮する必要がある。
【００６１】
　本実施形態の乾燥部３００は、乾燥処理を行うものであれば、必ずしも送風ファン３１
１等の送風手段や発熱体３１２等の発熱手段を設ける必要はない。したがって、例えば、
画像形成部２００から受け渡された用紙を用紙搬送経路に沿って搬送する間に自然乾燥さ
せるような構成であってもよいが、より短時間でインクを乾燥させるうえでは送風手段や
発熱手段を設けるのが好ましい。発熱手段は、発熱体３１２のように輻射熱を発生させる
ものに限られず、例えば、搬送ベルト３２１などの用紙Ｐに接触する部材から用紙Ｐへ伝
達させる熱を発生させる手段であってもよい。また、乾燥チャンバー３１３の内部を昇温
するための発熱手段であってもよく、この場合、送風ファン３１１により温風を用紙Ｐへ
当てることができる。
【００６２】
　なお、用紙搬送経路（シート材搬送経路）とは、用紙（シート材）が適切に搬送される
ときの用紙の搬送軌跡であり、本実施形態のように用紙が搬送ベルト３２１の表面に担持
されて搬送される場合には、その用紙を担持する搬送ベルト３２１の表面部分（張架部分
）に相当する。
【００６３】
　本実施形態における送風ファン３１１には、ヒータが内蔵されており、そのヒータの温
度、送風ファン３１１による風速や風量、送風ファン３１１と搬送ベルト３２１の表面と
の距離などの各種パラメータは、制御部によって設定変更可能に構成されている。各種パ
ラメータの設定値は、例えば、用紙Ｐの種類、用紙Ｐへのインク付着量、搬送ベルト３２
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１による用紙搬送速度等に応じて変更する。制御部は、例えば、本インクジェット記録装
置に設けられる操作パネルによりオペレータが入力した入力情報に基づいて各種パラメー
タの設定値を変更してもよいし、あらかじめ記憶装置内に記憶されているデータやプログ
ラム等を使用して各種パラメータの設定値を変更してもよい。また、各種パラメータは、
オペレータによる手作業での調整も可能である。
【００６４】
　発熱体３１２についても、出力波長などのパラメータが、用紙Ｐの種類、用紙Ｐへのイ
ンク付着量、搬送ベルト３２１による用紙搬送速度等に応じて設定変更可能に構成されて
いる。パラメータの設定変更については、送風ファン３１１のものと同様、例えば、本イ
ンクジェット記録装置に設けられる操作パネルによりオペレータが入力した入力情報に基
づいて各種パラメータの設定値を変更してもよいし、あらかじめ記憶装置内に記憶されて
いるデータやプログラム等を使用して各種パラメータの設定値を変更してもよい。また、
オペレータによる手作業での調整も可能である。
【００６５】
　本実施形態における駆動ベルト３３１Ａ，３３１Ｂは、搬送ベルト３２１上に担持され
る用紙の幅方向外側で搬送ベルト３２１の表面に当接するように配置されているが、用紙
Ｐの幅方向端部領域の一部又は全部に当接するように配置されていてもよい。この場合、
用紙Ｐの幅方向端部領域を駆動ベルト３３１Ａ，３３１Ｂによって搬送ベルト３２１の表
面に押し付けることができるので、用紙Ｐの浮き上がりを抑制でき、浮き上がった用紙部
分が乾燥機構３０１の発熱体３１２側へ進入することを更に安定して抑制できる。
【００６６】
　また、本実施形態における規制ワイヤ３４１の用紙対向部分は、上述したとおり、乾燥
チャンバー３１３内の乾燥領域だけでなく、乾燥領域に対して用紙搬送方向上流側や下流
側についても搬送ベルト３２１に対向して配置されているが、少なくとも、乾燥領域の用
紙搬送方向にわたって配置されていればよい。
【００６７】
　また、本実施形態における規制ワイヤ３４１は、その全体が乾燥チャンバー３１３に配
置されているのではなく、図２や図３に示すように、その一部が乾燥チャンバー３１３の
外部を通るように配置されている。本実施形態における乾燥チャンバー３１３の内部は高
温になるため、規制ワイヤ３４１の全体が乾燥チャンバー３１３に配置されていると、規
制ワイヤ３４１が長期間高温に曝され、規制ワイヤ３４１の最高到達温度が高まり、寿命
が短くなる。本実施形態によれば、規制ワイヤ３４１が乾燥チャンバー３１３の外部を通
るときに冷却でき、規制ワイヤ３４１の最高到達温度を下げて寿命を長くすることが可能
である。このとき、乾燥チャンバー３１３の外部を通る規制ワイヤ３４１を冷却する冷却
手段を設けても良い。この冷却手段には特に制限はないが、冷却ファンの空冷方式が安価
で好適である。また、規制ワイヤ３４１と同様、駆動ベルト３３１Ａ，３３１Ｂも、その
一部が乾燥チャンバー３１３の外部を通るように配置されているため、同様の効果が得ら
れる。
【００６８】
〔変形例１〕
　次に、本実施形態における乾燥部３００の一変形例（以下、本変形例を「変形例１」と
いう。）について説明する。
　本変形例１は、基本構成については上述した実施形態と同様であるが、ベルト搬送機構
３２０が搬送ベルト３２１の代わりに吸引ベルトからなる搬送ベルト３２５を採用してい
る点で、上述した実施形態とは異なっている。以下、上述した実施形態とは異なる点を中
心に説明する。
【００６９】
　図８は、本変形例１における乾燥部３００を示す正面図である。
　図９は、本変形例１における乾燥部３００を用紙搬送方向に対して直交する面で切断し
たときの断面図である。
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　本変形例１におけるベルト搬送機構３２０も、２つの支持ローラ３２２，３２３に掛け
渡された無端状の搬送ベルト３２５の表面上に用紙Ｐを担持して、搬送ベルト３２５の表
面移動に伴って用紙Ｐを搬送する。本変形例１の搬送ベルト３２５は、その表面に複数の
微小な貫通孔（吸引孔）が分散して開口した吸引ベルトであり、用紙を担持するベルト部
分（第一支持ローラ３２２から第二支持ローラ３２３に向けて移動するベルト部分）の内
周面側には、吸引機構３２６が設けられている。
【００７０】
　吸引機構３２６は、主に、吸引用チャンバー３２６ｂと、吸引用チャンバー３２６ｂ内
の空気を吸引する吸引装置３２６ｃとから構成されている。吸引用チャンバー３２６ｂの
上壁部は、多孔質材３２６ａで形成されている。吸引装置３２６ｃの吸引によって吸引用
チャンバー３２６ｂ内が負圧状態になることで、多孔質材３２６ａ中に存在する多数の細
孔を介して、吸引用チャンバー３２６ｂの上面に吸引用チャンバー内部へ向かう吸い込み
気流を発生させる。
【００７１】
　搬送ベルト３２５は、２つの支持ローラ３２２，３２３のうちの少なくとも一方が駆動
することにより図中矢印の向きに走行して表面が移動する。このとき、吸引用チャンバー
３２６ｂの上面に生じる吸い込み気流により、搬送ベルト３２５の内周面は吸引用チャン
バー３２６ｂの上面に吸着した状態となり、搬送ベルト３２５は吸引用チャンバー３２６
ｂの上面と摺動しながら移動する。
【００７２】
　また、吸引用チャンバー３２６ｂの上面に生じる吸い込み気流により、搬送ベルト３２
５に形成されている吸引孔にも吸い込み気流が発生する。これにより、受け渡し胴２０２
によって搬送され、搬送ベルト３２５の表面上に受け渡された用紙Ｐは、その吸い込み気
流によって搬送ベルト３２５の表面上に吸着する。そして、搬送ベルト３２１の表面移動
に伴って、乾燥機構３０１の乾燥チャンバー３１３の内部を通過し、その後、搬送ベルト
３２１の表面から離れ、排紙部４００へと受け渡される。
【００７３】
　本変形例１によれば、吸引機構３２６による吸い込み気流によって搬送ベルト３２５の
表面上に用紙Ｐを吸着させるため、上述した実施形態よりも用紙Ｐを搬送ベルト３２５の
表面上に安定して保持され、用紙Ｐの浮き上がり事態が抑制される。
【００７４】
　吸引用チャンバー３２６ｂの上壁部は必ずしも多孔質材３２６ａで形成する必要はない
が、多孔質材３２６ａで形成することで、吸引用チャンバー３２６ｂ内の一箇所から吸引
装置３２６ｃで吸引する場合でも、吸引用チャンバー３２６ｂの上面全体にわたって一定
の吸い込み気流を発生させることができる。
【００７５】
〔変形例２〕
　次に、本実施形態における乾燥部３００の他の変形例（以下、本変形例を「変形例２」
という。）について説明する。
　本変形例２は、基本構成については上述した実施形態と同様であるが、規制ワイヤ３４
１の駆動手段が上述した実施形態とは異なっている。以下、上述した実施形態とは異なる
点を中心に説明する。
【００７６】
　図１０は、本変形例２における乾燥部３００を示す正面図である。
　本変形例２では、駆動モータ３２７の回転駆動すると、そのモータ軸上に取り付けられ
た第一プーリ３２９ａが回転駆動し、その第一プーリ３２９ａと第二プーリ３２９ｂとに
掛け渡された駆動伝達ベルト３２９が走行する。第二プーリ３２９ｂは、搬送ベルト３２
１が掛け渡された第二支持ローラ３２３の回転軸上に取り付けられており、駆動伝達ベル
ト３２９が走行して第二プーリ３２９ｂが回転駆動することにより、第二支持ローラが回
転駆動し、搬送ベルト３２１が表面移動する。
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【００７７】
　また、第二支持ローラ３２３の回転軸上には、駆動ギヤ３２８が取り付けられており、
駆動伝達ベルト３２９が走行して第二プーリ３２９ｂが回転駆動することにより駆動ギヤ
３２８も回転駆動する。駆動ギヤ３２８は、規制ワイヤ３４１が掛け渡された第二プーリ
３４３の回転軸上に取り付けられた従動ギヤ３４７に噛み合っている。したがって、駆動
モータ３２７の回転駆動すると、搬送ベルト３２１が表面移動するとともに、駆動ギヤ３
２８から従動ギヤ３４７を介して伝達される回転駆動力により第二プーリ３４３が回転し
て、規制ワイヤ３４１の用紙対向部分が用紙搬送方向下流側へ移動する。
【００７８】
　本変形例２においても、規制ワイヤ３４１のための専用の駆動モータが不要となる。そ
のうえ、駆動ギヤ３２８と従動ギヤ３４７とのギヤ比を適宜調整することで、規制ワイヤ
３４１の用紙対向部分を搬送ベルト３２１の表面に対して同じ速度で移動させることがで
きる。規制ワイヤ３４１の用紙対向部分が搬送ベルト３２１の表面と同じ速度で移動する
ことで、規制ワイヤ３４１の用紙対向部分の移動速度と搬送ベルト３２１の表面に担持さ
れて搬送される用紙の画像面の移動速度との速度差が実質的にゼロとなる。その結果、浮
き上がった用紙部分の画像面上に付着した未乾燥状態のインクと規制ワイヤ３４１とが接
触しても摺擦が発生せず、未乾燥状態のインク（画像）の乱れ（擦れ）が抑制される。
【００７９】
　なお、本実施形態では、用紙を搬送する搬送手段が、搬送ベルト３２１，３２５の表面
に用紙を担持して搬送するものであったが、これに限られない。例えば、搬送ドラムのよ
うなドラム状の表面移動部材の表面に用紙を担持して搬送するものであってもよい。
【００８０】
〔変形例３〕
　次に、本実施形態における乾燥部３００の更に他の変形例（以下、本変形例を「変形例
３」という。）について説明する。
　上述した実施形態（各変形例１、２を含む。）では、インクが吐出されて画像が形成さ
れた後の用紙を乾燥する乾燥部３００の例であったが、本変形例３は、上述した前処理部
において所定の処理液を用紙Ｐに塗布等により付与する処理を行い、画像形成部２００で
インクが吐出されて画像が形成される前に、処理液が付与された用紙を乾燥させる乾燥部
に適用したものである。
【００８１】
　なお、本変形例３は、上述した実施形態に係るインクジェット記録装置１に対し、給紙
部１００と画像形成部２００との間に、前処理部及び乾燥部を追加した点を除いて、基本
構成については上述した実施形態と同様である。また、追加される乾燥部の基本構成につ
いても上述した実施形態と同様である。したがって、以下、上述した実施形態とは異なる
点を中心に説明する。
【００８２】
　図１１は、本変形例３で用いられる前処理手段としての塗布装置の主要部を示す説明図
である。
　本変形例３の前処理部は、給紙部１００から給紙された用紙Ｐに処理液を塗布する塗布
装置５１０を備えている。処理液としては、例えば、用紙の表面に塗布することで用紙の
表面を改質する改質材が挙げられる。具体的には、予め用紙にムラなく塗布しておくこと
で、インクの水分を速やかに用紙に浸透させるとともに色成分を増粘させ、更には乾燥も
早めることによって滲み（フェザリング、ブリーディング等）や裏抜けを防止し、生産性
（単位時間当たりの画像出力枚数）を上げることを可能にする定着剤（セット剤）が挙げ
られる。
【００８３】
　処理液は、組成的には、例えば界面活性剤（アニオン系、カチオン系、ノニオン系のい
ずれか、若しくはこれらを２種類以上混合させたもの）に対して、水分の浸透を促進する
セルロース類（ヒドロキシプロピルセルロース等）とタルク微粉体のような基剤を加えた
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溶液等を用いることができる。 更に微粒子を含有することもできる。
【００８４】
　本変形例３の塗布装置５１０は、用紙を搬送する搬送ローラ５１１と、搬送ローラ５１
１に対向して用紙に処理液５０１を塗布する塗布ローラ５１２と、塗布ローラ５１２に処
理液５０１を供給して液膜（処理液５０１の膜）を薄くするスクイーズローラ５１３とを
有している。 なお、各ローラの回転方向は図中矢印方向である。これらのローラは、搬
送ローラ５１１に塗布ローラ５１２が接し、塗布ローラ５１２にスクイーズローラ５１３
が接して配置されている。
【００８５】
　本変形例３では、塗布装置５１０によって用紙に処理液５０１を塗布するとき、スクイ
ーズローラ５１３が図中矢印方向に回転することで、液トレイ５１４内の処理液５０１が
スクイーズローラ５１３の表面ですくい上げられ、液膜層５０１ａの状態でその回転によ
って移送され、スクイーズローラ５１３と塗布ローラ５１２との谷部分（接触部：ニップ
部）上に溜まる（処理液５０１ｂ）。ここで、スクイーズローラ５１３と塗布ローラ５１
２は一定の加圧力で接しており、谷部分に溜められた処理液５０１ｂは両ローラ５１３，
５１２の間を通過する際に圧力でしごかれ、処理液５０１の液膜層５０１ｃが形成されて
塗布ローラ５１２の回転によって搬送ローラ５１１側に移送される。塗布ローラ５１２で
移送される液膜層２０１ｃは用紙に塗布される。
【００８６】
　このようにして処理液５０１の液膜層２０１ｃが塗布された用紙は、上述した実施形態
（各変形例１～３を含む。）の乾燥部３００と同様の構成をもつ乾燥部に搬送され、乾燥
処理がなされる。この乾燥部によって乾燥処理を受けた後の用紙は、画像形成部２００へ
給紙され、画像形成部２００においてインクの吐出を受けて画像が形成される。
【００８７】
　以上に説明したものは一例であり、次の態様毎に特有の効果を奏する。
（態様Ａ）
　用紙搬送経路等のシート材搬送経路に沿って用紙Ｐ等のシート材を搬送する搬送機構３
０２等の搬送装置において、前記シート材搬送経路に対し、該シート材搬送経路に沿って
搬送されるシート材の面（被乾燥面等）に対して所定距離をあけて配置される規制ワイヤ
３４１等のシート材浮き上がり規制部材を有し、前記シート材浮き上がり規制部材は、前
記シート材搬送経路に対向するシート材対向部分が、シート材搬送方向下流側へ移動する
ように構成されていることを特徴とする。
　本態様によれば、シート材浮き上がり規制部材のシート材対向部分がシート材搬送経路
から浮き上がったシート材部分の面に接触することで、当該シート材部分がそれ以上シー
ト材搬送経路から浮き上がることをシート材浮き上がり規制部材により規制する。このと
き、シート材浮き上がり規制部材のシート材対向部分がシート材搬送方向下流側へ移動す
る構成であるため、そのシート材対向部分に接触するシート材と当該シート材対向部分と
の速度差を小さく又は無くすことができる。これにより、シート材に対するシート材浮き
上がり規制部材の摺擦が抑制されるため、シート材浮き上がり規制部材との接触によりシ
ート材の安定搬送が阻害されるような事態が抑制される。
【００８８】
（態様Ｂ）
　前記態様Ａにおいて、前記シート材搬送経路上に、前記シート材の被乾燥面上に付着し
たインクや処理液等の乾燥対象物を乾燥させる乾燥領域を有し、前記シート材浮き上がり
規制部材は、前記乾燥領域のシート材搬送方向にわたって配置され、前記シート材搬送経
路から前記所定距離だけ浮き上がったシート材部分の被乾燥面のうちの一部に接触するこ
とで、前記シート材の浮き上がりを規制することを特徴とする。
　本態様によれば、シート材浮き上がり規制部材のシート材対向部分は、シート材搬送経
路から浮き上がったシート材部分の被乾燥面のうちの一部のみに接触するため、当該シー
ト材部分の被乾燥面上における未乾燥状態の乾燥対象物がシート材浮き上がり規制部材と
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の接触により乱される箇所が少なく、乾燥対象物の乱れが抑制される。しかも、上述した
ように、シート材浮き上がり規制部材のシート材対向部分がシート材搬送方向下流側へ移
動する構成であるため、そのシート材対向部分に接触する未乾燥状態の乾燥対象物と当該
シート材対向部分との速度差を小さく又は無くすことができる。これにより、未乾燥状態
の乾燥対象物に対するシート材浮き上がり規制部材の摺擦が抑制されるため、シート材浮
き上がり規制部材と接触した未乾燥状態の乾燥対象物の乱れ（擦れ）が十分に抑制可能で
ある。
【００８９】
（態様Ｃ）
　前記態様Ｂにおいて、前記シート材浮き上がり規制部材は、前記シート材部分の被乾燥
面に対して略点接触又は略線接触するように構成されていることを特徴とする。
　これによれば、シート材搬送経路から浮き上がったシート材部分の被乾燥面にシート材
浮き上がり規制部材のシート材対向部分が接触しても、その接触面積を小さくして、シー
ト材浮き上がり規制部材と接触した未乾燥状態の乾燥対象物の乱れを抑制することができ
る。
【００９０】
（態様Ｄ）
　前記態様Ａ～Ｃのいずれかの態様において、前記シート材浮き上がり規制部材は、前記
シート材対向部分がシート材搬送方向に沿って長尺な１又は２以上の規制ワイヤ３４１等
の線状部材によって構成されていることを特徴とする。
　これによれば、シート材搬送経路から浮き上がったシート材部分の面にシート材浮き上
がり規制部材のシート材対向部分が接触するときの接触面積を小さくできる構成が容易に
実現できる。
【００９１】
（態様Ｅ）
　前記態様Ａ～Ｄのいずれかの態様において、前記シート材搬送経路に沿って搬送される
シート材に送風を行う送風ファン３１１等の送風手段を有することを特徴とする。
　この構成においては、送風手段の送風によってシート材の先端や後端が浮き上がりやす
く、浮き上がったシート材部分がシート材浮き上がり規制部材と接触しやすい。本態様に
よれば、このような構成においてシート材の安定搬送を実現しやすく、また、シート材上
の未乾燥状態の乾燥対象物の乱れが抑制される。
【００９２】
（態様Ｆ）
　前記態様Ａ～Ｅのいずれかの態様において、前記シート材浮き上がり規制部材に対して
前記シート材搬送経路の反対側に配置される発熱体３１２等の発熱手段を有することを特
徴とする。
　この構成においては、発熱手段に接触するようなシート材部分の浮き上がりを安定して
規制することが重要である。本態様によれば、このような構成においてシート材浮き上が
り規制部材による安定した規制が可能である。
【００９３】
（態様Ｇ）
　前記態様Ａ～Ｆのいずれかの態様において、前記シート材浮き上がり規制部材は、前記
シート材対向部分がシート材搬送速度と同じ速度で移動するように駆動されることを特徴
とする。
　これによれば、シート材浮き上がり規制部材のシート材対向部分の移動速度と、これに
対向して搬送されるシート材の移動速度との速度差を実質的にゼロとすることができる。
これにより、浮き上がったシート材部分とシート材浮き上がり規制部材とが接触しても摺
擦が発生せず、シート材の安定搬送を実現しやすく、また、シート材上の未乾燥状態の乾
燥対象物の乱れ（擦れ）が抑制される。
【００９４】



(18) JP 2017-171502 A 2017.9.28

10

20

30

40

50

（態様Ｈ）
　前記態様Ａ～Ｇのいずれかの態様において、前記シート材浮き上がり規制部材と対向す
るシート材の面の裏側を搬送ベルト３２１，３２５等の表面移動部材で支持しながら、該
表面移動部材の表面移動に伴って該シート材を搬送するベルト搬送機構３２０等の搬送手
段を有することを特徴とする。
　これによれば、シート材を安定して搬送することができる。
【００９５】
（態様Ｉ）
　前記態様Ｈにおいて、前記搬送手段は、前記表面移動部材の表面に形成された吸引孔に
吸い込み気流を生じさせて該表面移動部材の表面に吸着させたシート材を該表面移動部材
の表面移動に伴って搬送するものであることを特徴とする。
　これによれば、シート材の浮き上がり自体を安定して抑制できる。
【００９６】
（態様Ｊ）
　前記態様Ｈ又はＩにおいて、前記シート材浮き上がり規制部材は、前記搬送手段におけ
る前記表面移動部材に対して従動することにより前記シート材対向部分が移動するように
構成されていることを特徴とする。
　これによれば、シート材浮き上がり規制部材を駆動する専用の駆動源が不要となるうえ
、シート材浮き上がり規制部材のシート材対向部分とシート材搬送速度とを同じ速度で移
動させることが容易になる。
【００９７】
（態様Ｋ）
　前記態様Ａ～Ｊのいずれかの態様において、前記シート材浮き上がり規制部材は、シー
ト材搬送方向に対して直交するシート材幅方向へ変位可能に構成されていることを特徴と
する。
　これによれば、シート材に対するシート材浮き上がり規制部材の相対的な対向位置やシ
ート材に対して対向するシート材浮き上がり規制部材の数などを調整することができる。
また、幅方向のサイズが異なるシート材に対して、適切な対向位置にシート材浮き上がり
規制部材を位置させたり適切な数のシート材浮き上がり規制部材を位置させたりすること
ができる。
【００９８】
（態様Ｌ）
　前記態様Ａ～Ｋのいずれかの態様において、壁部材で囲って形成され、少なくとも用紙
受入口３１３ａや用紙排出口３１３ｂ等のシート材の出入口を備えた乾燥チャンバー３１
３等の乾燥室を、前記シート材搬送経路上に有し、前記シート材浮き上がり規制部材は、
前記乾燥室の外部を通るように配置される規制ワイヤ３４１等の無端状部材で構成されて
いることを特徴とする。
　これによれば、シート材浮き上がり規制部材が乾燥室の内部で高温に曝される場合でも
、乾燥室の外部を通るときに冷却されるため、シート材浮き上がり規制部材の最高到達温
度を下げて寿命を長くすることが可能となる。
【００９９】
（態様Ｍ）
　用紙Ｐ等のシート材にインク等の液体を吐出させる液体吐出ヘッド２２０Ｃ，２２０Ｍ
，２２０Ｙ，２２０Ｋ等の液体吐出手段と、シート材を搬送する搬送機構３０２等の搬送
装置とを備えたインクジェット記録装置等の印刷装置において、前記搬送装置として、前
記態様Ａ～Ｌのいずれかの態様に係る搬送装置を用いたことを特徴とする。
　本態様によれば、シート材浮き上がり規制部材との接触によりシート材の安定搬送が阻
害される事態が抑制された印刷装置を実現できる。
【符号の説明】
【０１００】
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１　インクジェット記録装置
１００　給紙部
２００　画像形成部
２０１　渡し胴
２０２　受け渡し胴
２１０　用紙担持ドラム
２１１　吸引装置
２２０　インク吐出部
２２０Ｃ，２２０Ｍ，２２０Ｙ，２２０Ｋ　液体吐出ヘッド
３００　乾燥部
３０１　乾燥機構
３０２　搬送機構
３１１　送風ファン
３１２　発熱体
３１３　乾燥チャンバー
３２０　ベルト搬送機構
３２１，３２５　搬送ベルト
３２２，３２３　支持ローラ
３２４　バックアップコロ
３２６　吸引機構
３２６ａ　多孔質材
３２６ｂ　吸引用チャンバー
３２６ｃ　吸引装置
３３０　用紙規制機構
３３１　駆動ベルト
３３２～３３６　支持ローラ
３３７　加重コロ
３４１　規制ワイヤ
３４２～３４６　プーリ
４００　排紙部
５１０　塗布装置
５０１　処理液
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１０１】
【特許文献１】特開２０００－２０３００１号公報
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